
１ はじめに（民法（債権関係）が変わる）
　契約のルールを定める債権法が大きく変わる改正民法
が昨年５月に国会で成立しました。私たちの日々の暮らし
に深く関わる変更もあり、２０２０年４月１日から変わります。

２ どうして民法（債権関係）の改正が行われたのか
　お金のやりとりなどの取引を伴う契約のルールを定め
た民法（債権関係）の規定は、明治２９年（１８９６年）に
民法が制定された後、約１２０年間ほとんど改正されて
いませんでした。
　この間、日本の社会・経済は、様々な面で大きく変化
していますので、民法の規定を社会・経済の変化に対
応させる必要がありました。また、民法が定める基本的な
ルールの中には、裁判や取引実務で通用しても、条文
からは読み取りにくいものが少なくなく、法律の専門家で
ない国民一般にとって、基本的なルールが分かりにくい
状態となっていました。
　そこで、民法の見直しを行うとともに、民法を国民一
般に分かりやすいものとするための改正が行われること
になりました。改正項目は約２００項目になります。

３ どのような改正が行われたのか
(1) 社会経済の変化への対応を図るための改正のポイ
ントは、次のようなものです。
①「消滅時効」（原則として５年に統一）
　債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消
滅するという「消滅時効」の制度により債権が消滅するま
での期間について、民法に置かれた職業別の例外規定
を廃止するなどして、原則として５年に統一されています。
②「法定利率」（年５％から年３％に引き下げ）
　市中金利が低い状態が続いている現状を踏まえて、

契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場
合等に適用される「法定利率」について、年５％から年
３％に引き下げた上で、将来的にも市中の金利動向に
合わせて変動する仕組みが導入されています。
③保証意思の確認（公証人による確認手続新設）
　第三者が安易に保証人になってしまうという被害を防
ぐため、個人が事業用融資の保証人になろうとする場
合について、公証人による保証意思確認の手続が新
設され、一定の例外を除き、この手続を経ないでした保
証契約は無効とされます。
④「定型約款」（約款に書かれている内容は法律上有効）
　保険や預貯金に関する取引など、不特定多数を相手
方とする内容が画一的な取引（定型取引）に用いられる

「定型約款」に関する規定を新設し、定型約款を契約の
内容とする旨を相手方に表示していたときは、相手方が
その内容を認識していなくても、個別の条項について合
意をしたものとみなすが、信義則に反して相手方の利益
を一方的に害する条項は無効とするとされています。
(2) 民法を国民一般に分かりやすいものとするための
改正（条文に明記）のポイントは、次のようなものです。
①意思能力（判断能力）を有しないでした契約は無効
②債権の譲渡について、将来債権についても、譲渡や
担保設定ができる
③賃貸借に関する基本的なルール（賃貸借終了時の
敷金の返還や原状回復）

　次回は、民法（債権関係）改正（２）として、多岐にわ
たる改正内容の中から、「公証人による保証意思確認」
について、その細部をお伝えします。

　社会保険労務士会・磐田支部では、西
は磐田市から東は御前崎市までの広範囲
にわたり、会員各自の専門分野にて出前講
座をしておりますので、ご活用ください。

【内容】
　①労働基準法や雇用保険・労災保険
　②就業規則
　③厚生労働省の各種助成金
　④社員教育、能力開発
　⑤年金と雇用保険の調整
　⑥賃金制度　
　⑦新規開業への助言
　⑧安全衛生管理
　⑨接客マニュアル
　⑩新入社員研修
　その他人事労務に関する事項

【連絡先】出前講座制度責任者   植野 光作
　　　　TEL．０５３８-５５-５９２５

袋井公証役場　公証人  名取 治二
住所：袋井市新屋1-2-1 袋井商工会議所2階

電話番号：0538-42-8412
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